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液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

○
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
表
示
）

（
表
示
）

第
二
十
条

法
第
四
十
八
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各

第
二
十
条

法
第
四
十
八
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
表
示
を
、
別
表
第
六
の
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
区
分
の
欄

号
に
掲
げ
る
表
示
を
、
別
表
第
六
の
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
区
分
の
欄

に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
同
表
の
表
示
の
方
法
の
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
同
表
の
表
示
の
方
法
の
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

表
示
す
る
方
式
と
す
る
。

表
示
す
る
方
式
と
す
る
。

一

別
表
第
六
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
区

一

別
表
第
六
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
区

分
に
属
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
七
に
定
め

分
に
属
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
七
に
定
め

る
様
式
の
表
示

る
様
式
の
表
示

二

別
表
第
六
第
八
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の

二

別
表
第
六
第
八
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の

区
分
に
属
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
八
に
定

区
分
に
属
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
八
に
定

め
る
様
式
の
表
示
。
た
だ
し
、
第
九
号
の
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
区

め
る
様
式
の
表
示

分
に
属
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
に
あ
つ
て
は
、
同
表
に
定
め
る
様

式
の
表
示
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
別
表
第
九
に
定
め
る
様
式
の
表
示
を

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
９
(
第
２
０
条
関
係
)

（備
考

）表
示
の
色
は

地
を
銀
色

文
字
等
を
オ
レ
ン
ジ
色
と
す
る

。

、
、
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